
議案第３６号 

 

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例（平成１８年つくばみらい市条例第６０号）

の一部を次のように改正する。 

 

第３条中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。 

第４条第１項中「国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法」

を「医療保険各法」に、「国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法」を「医療保

険各法」に、「若しくは」を「又は」に改め、同条第３項中「国民健康保険法、高齢者の

医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。 

第５条第１項第１号中「７月１日（前々年の所得にあっては、前年の７月１日）現在に

おける国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第２８条第１

０項の規定によりその例によるものとされる同法第１条の規定による改正前の国民年金法

（昭和３４年法律第１４１号）第６６条第３項に基づき、国民年金法等の一部を改正する

法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号。以下「経過措置政令」

という。）第４６条第４項に」を「規則で」に改め、同項第２号を次のように改める。 

（２） 重度心身障害者等にあっては、届出日又は７月１日現在において、その者の前

年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以

上であるとき又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を

維持する者の前年の所得が同法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で

定める額以上である場合 

第５条第２項を次のように改める。 

２ 前項各号に規定する所得は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項第

１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によって課する同法第５条

第２項第１号に掲げる税を含む。以下同じ。）についての同法その他の市町村民税に関

する法令の規定による非課税所得以外とし、所得の額の計算方法は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。 

 

 

令和８年５月２９日提出 

 

つくばみらい市長 小 田 川  浩   
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提案理由 

令和７年度税制改正により創設された「特定親族特別控除」に関連する所得制限等の

内容につきまして、条例施行規則において定めることとするため、条例の一部を改正す

るものです。あわせて、健康保険に関する各法の総称につきまして、「医療保険各法」

に統一するため、所要の改正を行うものです。 
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つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)新旧対照表 

改正案 現行 

(対象者) (対象者) 

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以

下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者で、国

民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関

する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「医療保険各法」

という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができ

る者(市の区域外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条の

2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高

齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは同法第55条の2の

規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医

療の被保険者となる者であって、かつ、前期高齢者交付金及び後

期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令

第325号)第9条の規定により市がその保険料を徴収する被保険者

を含む。)のうち、前条各号のいずれかに該当するものとする。

ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けて

いる者を除く。 

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以

下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者で、国

民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関

する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」

という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができ

る者(市の区域外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条の

2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高

齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは同法第55条の2の

規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医

療の被保険者となる者であって、かつ、前期高齢者交付金及び後

期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令

第325号)第9条の規定により市がその保険料を徴収する被保険者

を含む。)のうち、前条各号のいずれかに該当するものとする。

ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けて

いる者を除く。 

(医療福祉費の支給) (医療福祉費の支給) 

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法       

                                            の規定による

医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除

く。以下同じ。)が行われた場合において、その給付の額(これら

の法律の規定により、一部負担金の納付が定められている場合は

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高

齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による

医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除

く。以下同じ。)が行われた場合において、その給付の額(これら

の法律の規定により、一部負担金の納付が定められている場合は
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当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支

給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額

を加えた額とし、付加給付が行われた場合は当該付加給付額に相

当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満

たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満

たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合に

おいて、当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法令の規

定により医療に関する給付が行われるときは、その給付の額(医

療保険各法                                による被保険者、

組合員、加入者又は    その被扶養者が負担すべき額を控除した

額とする。)を控除した額を医療福祉費として支給するものとす

る。 

当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支

給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額

を加えた額とし、付加給付が行われた場合は当該付加給付額に相

当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満

たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満

たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合に

おいて、当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法令の規

定により医療に関する給付が行われるときは、その給付の額(国

民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、

組合員、加入者若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した

額とする。)を控除した額を医療福祉費として支給するものとす

る。 

2 (略) 2 (略) 

3 第1項の高額療養費は、医療保険各法                        

                              又はこれらの法律に基づく政

令及び省令に定めるところにより算出された額とする。 

3 第1項の高額療養費は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に

関する法律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政

令及び省令に定めるところにより算出された額とする。 

4～8 (略) 4～8 (略) 

(医療福祉費の支給制限) (医療福祉費の支給制限) 

第5条 第4条の規定にかかわらず、医療福祉費は、対象者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、支給しない。 

第5条 第4条の規定にかかわらず、医療福祉費は、対象者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、支給しない。 

(1) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては、対象者と

しての申請をした日(以下「届出日」という。)又は7月1日現在

において、そのいずれかの者の前年の所得(届出日の属する月

が1月から6月までの者にあっては、前々年の所得とする。以下

同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計

(1) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては、対象者と

しての申請をした日(以下「届出日」という。)又は7月1日現在

において、そのいずれかの者の前年の所得(届出日の属する月

が1月から6月までの者にあっては、前々年の所得とする。以下

同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計
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配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び

数に応じて、規則で                                      

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                 定める

額以上である場合又はその者の民法(明治29年法律第89号)第8

77条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)

で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を

維持するものの前年の所得が1,000万円以上である場合 

配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び

数に応じて、7月1日(前々年の所得にあっては、前年の7月1日)

現在における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法

律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものと

される同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年

法律第141号)第66条第3項に基づき、国民年金法等の一部を改

正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令

第54号。以下「経過措置政令」という。)第46条第4項に定める

額以上である場合又はその者の民法(明治29年法律第89号)第8

77条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)

で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を

維持するものの前年の所得が1,000万円以上である場合 

(2) 重度心身障害者等にあっては、届出日又は7月1日現在にお

いて、その者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の

有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき又はその

者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計

を維持する者の前年の所得が同法に規定する扶養親族等の有

無及び数に応じて、規則で定める額以上である場合 

(2) 重度心身障害者等にあっては、届出日又は7月1日現在にお

いて、その者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の

有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養

手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和

6年政令第259号)による改正前の特別児童扶養手当等の支給に

関する法律施行令(以下「旧特別児童扶養手当施行令」という。)

第2条第1項に定める額に533,000円を加えた額以上であるとき

又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその

者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法に規定する扶

養親族等の有無及び数に応じて、旧特別児童扶養手当施行令第

2条第2項に定める額以上である場合。 

2 前項各号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)

第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項

2 前項各号に規定する所得の額は、地方税法(昭和25年法律第226

号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林
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の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。

以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の

規定による非課税所得以外とし、所得の額の計算方法は、規則で

定める。 

所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4

項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金

額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する

課税短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第9項において準用

する同条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額並

びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7

項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は、その

適用後の金額)の合計額とする。ただし、前項第1号に規定する経

過措置政令第46条第4項に定める額の算出に当たっての所得の範

囲及び計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定

並びに経過措置政令第46条第7項の規定の例によるものとし、前

項第2号に規定する旧特別児童扶養手当施行令第2条第1項に定め

る額及び旧特別児童扶養手当施行令第2条第2項に定める額の算

出に当たっての所得の範囲及び計算方法は、旧特別児童扶養手当

施行令第5条の規定の例による。 

3 (略) 3 (略) 
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